令和７年度第２回鎌倉市子ども・子育て会議　議事録

	日時：
	令和８年３月27日（金）
14時～15時20分

	場所：
	鎌倉市役所
全員協議会室



議事次第
１　開会
２　議題
（1）鎌倉市こども計画（第３期鎌倉市こども・子育てきらきらプラン）の変更について
（2）特定教育・保育施設等における利用定員の協議について
（ア）特定教育・保育施設等
（イ）乳幼児通園支援制度（こども誰でも通園制度）
（3）その他


委員出欠(五十音順)
	選出団体等
	氏　名
	出欠

	鎌倉市保育会
	飯野　幸江
	

	鎌倉市青少年指導員連絡協議会
	石川　敦子
	欠

	鎌倉市立中学校長会
	石川　裕一朗
	欠

	聖隷クリストファー大学
（学識経験者）
	泉谷　朋子
	

	市民委員
	一柳　優花
	

	連合神奈川三浦半島地域連合
	内田　和彰
	

	鎌倉女子大学
（学識経験者）
	小泉　裕子
	

	鎌倉市立小学校長会
	小松原　崇
	

	鎌倉三浦地域児童相談所
	佐藤　和宏
	

	鎌倉市ＰＴＡ連絡協議会
	髙野　奈穂
	

	鎌倉市基幹相談支援センター
	田中　香織
	

	鎌倉私立幼稚園父母の会連合会
	田中　沙織
	

	鎌倉市民生委員児童委員協議会
	長原　桂
	

	かまくら子育て支援グループ懇談会
	中原  文恵
	

	市民委員
	堀口　綾子
	

	鎌倉私立幼稚園協会
	森　研四郎
	

	鎌倉保健福祉事務所
	山岡  明美
	

	市内公立高校
（神奈川県立深沢高等学校）
	与安　透
	欠



小泉会長
定刻になりましたので、これより令和7年度第2回鎌倉市子ども・子育て会議を開催いたします。それでは本日の委員の出席状況につきまして、事務局からご報告をお願いします。

子ども支援課担当課長
こどもみらい部次長兼こども支援課担当課長の髙木です。どうぞよろしくお願いします。年度末のお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日は、石川（敦子）委員、石川（裕一朗）委員、与安委員からご欠席の連絡をいただいております。委員18名中15名のご出席をいただいておりまして、定足数である過半数に達しており、会議が成立しますことをご報告させていただきます。本日は、子ども・子育て会議条例施行規則に規定する幹事として、関係各課の課長が合わせて出席していることを報告いたします。各幹事の紹介は省略させていただきます。以上でございます。

小泉会長
ありがとうございます。それでは、これより次第に沿って進めてまいります。最初に事務局から会議の運営について、留意点はございますでしょうか。

事務局
こども支援課の中橋です。事務局から会議の公開について、傍聴者について、発言者のマイクについて、という3点についてご説明をいたします。
まず、会議の公開についてです。当会議は鎌倉市子ども・子育て会議条例施行規則に基づき、会長が公開することが適当でないと認めたとき以外は公開といたします。会議録も後日公開をいたします。次に傍聴についてです。本日の会議について傍聴の方を一般公募したところ、2名の方から傍聴の希望がございました。会議の公開と傍聴者の入室につきまして、会長にご確認をお願いいたします。

小泉会長
それでは委員の皆様、公開としてよろしいでしょうか。
（異議なしの声）
全員一致ということで、2名の方をお通しください。
傍聴の方、どうぞご着席ください。これより鎌倉市子ども・子育て会議を始めます。まず傍聴の方にお願いいたします。事前に配布しております「鎌倉市子ども・子育て会議を傍聴される皆様へ」をご確認いただき、記載事項をお守りいただきますようお願いいたします。次に、委員の皆様に資料の確認を事務局からお願いいたします。

事務局
資料の確認をいたします。事前にお送りした資料は資料1から資料4までとなっております。これに付け加えまして、本日お配りした資料として機構改革に関する資料もご準備してございます。ご確認ください。資料の不足等はございませんでしょうか。
資料の確認は以上となります。


小泉会長
それでは議題に入ります。最初の議題は「鎌倉市こども計画、第3期鎌倉市子ども・子育てきらきらプランの変更について」でございます。それでは事務局から説明をお願いします。

事務局
鎌倉市こども計画 第3期鎌倉市子ども・子育てきらきらプランの変更について、内容を説明いたします。資料2及び3、画面の投影も合わせてご覧ください。
現在の計画は令和7年3月に制定いたしましたが、令和8年度から乳児等通園支援事業、いわゆる「こども誰でも通園制度」が本格実施となることに伴い、市町村子ども・子育て支援事業計画へ内容を記載する必要が生じたことから、一部を変更しようとするものです。
まず乳児等通園支援事業について説明します。この事業は、保護者のリフレッシュを目的とした従来の「一時預かり」とは異なり、全てのこどもの育ちを応援し、良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化することを目的にしております。
利用対象は、保育所、幼稚園、認定こども園等に通園していない0歳6か月から満3歳未満の児童となります。実施施設は保育所、幼稚園、認定こども園だけでなく、認可外保育施設や地域子育て支援拠点、児童発達支援センター等でも実施可能です。
定員については、延べで利用可能となる時間を、保育士1人あたり月176時間として割った数として定義しています。利用の流れとしては、保護者が市町村へ利用申請を行い、認定を受けた後、国が運営する「つうえんポータル」により事前面談を予約し、利用へと進みます。
本市における令和8年度の実施内容は、利用時間を月10時間上限とし、利用料は国基準通り1時間あたり300円とします。
計画の変更点としては、第4章に「乳児等のための支援給付に係る教育・保育等を一体的に提供する体制の確保」という項目を追加し、第5章では「量の見込み及び確保方策」について現状を反映した内容に更新いたします。説明は以上となります。

小泉会長
ありがとうございました。続きまして、事前に委員の皆様から募集した質問に対し、事務局より回答をお願いします。


事務局
父母の会連合会の田中沙織委員と、一柳委員のお二人からご質問をいただきましたので、お答えさせていただきます。
まず田中沙織委員のご質問1点目、医療的ケア児の受け入れリスクについてです。「市から事業者への1時間2,500円の支払いは看護師勤務を含めれば妥当だが、園長の判断や専門知識不足の看護師雇用による事故が心配」という内容でした。医療的ケア児の受け入れは施設側の体制に応じて選択制となっており、現時点で受け入れ体制が整っている園はまだありません。今後、今回のご指摘も踏まえ検討してまいります。
2点目、一時預かり（400円）と誰でも通園（300円）の料金差についてです。誰でも通園制度は国が標準料金を300円と設定しており、本市もそれに準じています。一方、一時預かりは各園が自由に決められる制度です。この差についてはホームページ等で周知してまいります。
次に一柳委員のご質問1点目、一時預かりとの併用についてです。誰でも通園制度は一時預かりとは別に定員を定めます。保育所等に通っていないお子さんであれば、両方の制度を併用することが可能です。
2点目、周知方法についてです。一時預かりは保護者の必要性で預ける任意事業ですが、誰でも通園制度は子の成育環境整備を目的とした全自治体実施の事業です。予約も「つうえんポータル」を通すなど違いがあります。昨日3月26日から周知用ホームページを開設しており、今後内容を更新して分かりやすい周知に努めます。

小泉会長
事前にいただいたご質問と回答は以上です。それでは、委員の皆様からご意見、ご質問を伺いたいと思います。

堀口委員
以前お世話になった保育園にちょっと聞き取りをしたところ、物理的なスペースが足りないこと、人材不足で経営的にマイナスにしかならない、という声がありました。また、この制度は虐待の未然防止というのも含まれているそうですが、保護者の聞き取りや児童記録、ICT化されていく児童記録に使う時間が取れないなどの声があって、賛成も反対もできませんということでした。0歳、1歳、2歳は保育園になると思うんですが、狭き門だなと思います。この制度を利用するときの倍率は分かりませんが、選ぶ方法によっては、利用できる子供と、利用できない子供が出てきてしまうのではないか。そうなると「こども誰でも通園」にはならないのではないかと危惧しています。

保育課長
ご質問ありがとうございます。今回の流れとしては、まずポータルサイトで利用申請をしていただき、市が認定を行います。その後は保護者の方が園を探して直接申し込む「マッチング」となります。今までの入園申請のように点数をつけて順番を決めるのではなく、園に申し込んでいただいた方から順番に使える制度になります。待機児童の問題がある中でどのように広げていくかは課題として認識しており、まずは月10時間という枠で、できる限り多くの方にご利用いただきたいと考えております。今後については状況を見ながら検討していきたいと思います。
堀口委員
利用を増やしていくには現場のケア、支援のケアが必要かなと思います。資格を持っていない方が定員の1/2まで見られるということで、子育て支援員さんは一定の研修があるそうですが、とにかく人員配置が難しそうです。「子育て経験者なら誰でもできるでしょう、その研修を受ければ」というような雰囲気を感じて、私はちょっとケア労働の軽視といいますか、そこにモヤモヤしてしまいました。命を預かるので、月10時間と言ってもケアの質の面で引っかかりがありました。現場感が難しいという心配がありますね。

小泉会長
実質、これから手を挙げる保育所・幼稚園も増えてくるかと思います。鎌倉市でできるだけたくさんの子供がこういった制度を利用できるように、ご協力をお願いしたいと思います。

中原委員
実施施設の中に「地域子育て支援拠点」がありますが、例えば子育て支援センターのようなお部屋を1室そのスペースに充てて、今働いていない資格を持っている方を新しく担当として確保するような計画もあるのでしょうか。親子で遊ぶ人もいるし、預かりにより一人でいる子もいる、同じスペースで過ごすという場所になるのでしょうか。

保育課長
後ほど議題2でご説明しますが、今回実施する施設に「キディ腰越保育園（腰越子育て支援センター）」がございます。そちらについては、支援センターの部屋の中の一角を使うような形で、お母さんたちが一緒に遊んでいる横で、少し離れた形で誰でも通園制度としてお預かりするお子さんもいる、というものを同じ空間でやっていこうという話をしています。

中原委員
では、お預かりの子も親子で遊ぶ人も同じスペースで過ごすという場所になるということですね。ありがとうございます。

小泉会長
お子さんにとって初めての保育園で、短時間で集団に慣れていく「最初の一歩の場所」という考え方ができるのかなと思っております。他にはいかがでしょうか。

一柳委員
事前の質問にご回答いただきありがとうございました。1点お願いですが、産後の親は忙しさもあり、乳幼児の時期は結構頭が働いていないので、一時保育と混同しやすそうなところに視覚的にすっと入ってくるような、特に分かりやすい周知をお願いしたいです。一目でわかる表やイメージ図など、デザインの面でもうちょっと力を入れていただけると嬉しいです。


保育課長
ありがとうございます。分かりやすさは我々も注視しております。どのような形にできるか、しっかりと検討した上でできる限り分かりやすい周知を心がけていきます。

佐藤委員
利用料のスライド10枚目について伺います。減免の部分で「要対協に登録されている世帯」とありますが、当事者の方は知らない場合があると思います。どういう仕組みで行われるのでしょうか。

保育課長
生活保護世帯などはご自身で申請いただきますが、要対協のところにつきましては、鎌倉市の場合は「こども家庭相談課」になります。相談課の方から、この世帯についてはご本人も認識の上で制度を使いたいという思いがある、という連絡を経由していただいた場合に、特別に減額する形になると考えています。ご本人が把握していない、希望もない中で勝手に行う予定はございません。

長原委員
主任児童委員が行っている子育てサロンに参加されるご家庭のほとんどが保育園を希望されています。入園先が決まる時期は、希望の園に入れなかったりして煮詰まってしまっているお母様も多いです。
今回、色々な場所を少しずつ体験できる機会があるというのはすごくいいなと思いました。子育てスタイルの選択肢は様々ですので、お試し保育のような形で取り入れて行って欲しいと思います。
ただ、保護者の方からは色々な市のサービスがあまり伝わってこないという話を聞きます。きらきらの配布やメディアスポットもいいと思うのですが、今ひとつ周知されていなくてもったいないと思います。例えば予防接種の予診票など大切な書類を送る時にお知らせを同封したり、検診の際に市の方からお話があったりすると「そんなこともできるのか」と知ることができるのではないかと思いました。

小泉会長
そういった情報の一元化や発信については、今どうなっていますか。

こども支援課担当課長
ありがとうございます。情報発信という点では、来月4月から鎌倉市のホームページの方に、子育て支援関係の特設サイトを展開する予定です。また、継続的に行っている「子育てナビ きらきら」という冊子も各窓口に置いておりますが、引き続き、必要な方に届く視点での情報発信に努めてまいります。


田中（香）委員
制度の考え方を確認したいのですが、「余裕活用型」で実施する場合、定員の空き枠を本制度に充てるとあります。そうすると、その枠を設定してしまうと、通常の入所（待機児童）のケースからは除外されてしまうのでしょうか。待機児童とこの制度の受け入れ人数との関係性は、どのような考え方に基づいていますか。

保育課長
余裕活用型は、例えば15人定員のところに13人しか入所されていない場合、空いた2人分を「誰でも通園制度」で受け入れができるというものになります。定期利用（毎週末決まった曜日に使う等）で受け入れる場合、その枠は本制度用としてとっておいてください、途中で通常の入園児で埋めるようなことはしないでくださいとお願いしています。一方で柔軟利用（スポット利用）であれば、新規入園児が入ったのでここまでですよ、という形もOKになるのか。定期利用か柔軟利用かで判断を分けて整理しているところです。
小泉会長
誰でも通園制度は毎月月初めにエントリーする制度ですが、定期利用というように同じ人が利用することもあり得るのでしょうか。

保育課長
30日前から予約を受けるような形になりますので、範囲内で固定してご利用いただくような形を想定しています。

堀口委員
4月から特設サイトもできるということですが、0歳から2歳児の保護者の方から、給食以外にもアレルギーがあり、初めて利用する保育園にお邪魔することがとても不安という声や、月10時間までという時間の枠だと仕事もできない、何のための制度なのかよくわからないという声を聞きました。そのため、特設サイト等で分かりやすく伝わるとよいと思っています。
また、地域の子育てを保育園等に任せず、子育てサロンのような家庭教育の支援とかに力を入れてほしいです。支援センターが利用できない日があると、路頭に迷ってしまう保護者の方もいます。これからの季節、特に避暑できる場所がありません。もっと自治会館や子ども食堂の活用をしてほしいと思います。

こども支援課長
様々な環境にいらっしゃる子育て中の親子の方々にとっての「その人にとっての居場所」というところの必要性というところは、ここ最近は継続的に市の方でも課題としては捉えております。様々な既存施設を活用したいろんな取り組みについては、少しずつですが始めているところではございます。今この場で明確に申し上げられませんが、引き続きその取り組みには注力していきたいと考えております。また、実際市内のいろいろなところで子育て支援の場所があるのは私も存じ上げております。そういった子育て支援情報について、そこが集約化されてないとか、情報が取りにくい等の課題はやはり解決していかなければならないと本当に感じておりますので、その辺も含めて取り組んでまいりたいと考えております。

小泉会長
ありがとうございました。貴重なご意見でした。市の方でも前向きに検討していただくや実施していただくというご意見いただきましたので少し安心して子育てができるかなと思います。
それでは、一号議案についてまとめていきたいと思います。まず一つ目のこども誰でも通園制度について。こども家庭庁が示す方法で鎌倉市もやっていくということ。それに伴い、これが皆さんから承認いただければ、こども計画の第4章、それから第6章についての記載を追加していくこととなります。
お認めいただけますでしょうか。
（異議なしの声）
はい。それでは一号議案に異議はないという結果が出ました。

保育課長
少し通園ポータルの説明を加えさせていただいてもよろしいですか。
小泉会長
結構でございます。

保育課長
通園ポータルがどのようなサイトかイメージが湧くかと思いましたので、今画面で少しご説明をさせていただきます。こちらが、こども家庭庁が準備をしています通園ポータルのサイトになります。まずこれを少し下に行っていただきますと、まずは利用申請から利用者の方はお住まいの地域として神奈川県を選んでいただき、鎌倉市を選択していただきます。ここで「確認する」を押し、ご自身の情報などを入力していただいて、利用申請を鎌倉市で行っていただくという流れになります。

小泉会長
次に第2号議案「特定教育・保育施設等における利用定員の協議について」保育課より説明をお願いします。

保育課長
資料4をご覧ください。子ども・子育て支援法に基づき、運営費の給付を受けるためには市町村の「確認」が必要であり、その際、審議会において利用定員の意見を聴取することとされています。
令和8年度に移行を見込んでいる施設について説明します。
1. 「北鎌倉保育園さとの森」は保育所から保育所型認定こども園に移行。
2. 「ハリス記念鎌倉幼稚園」は幼稚園から幼稚園型認定こども園に移行。
3. 「長谷幼稚園」は私学助成幼稚園から施設型給付幼稚園へと移行。
また、新たに実施する「乳児等通園支援事業」の定員については、「W.Coどんぐり」「佐助保育園」「西鎌倉幼稚園」「子育てキディ腰越」「長谷幼稚園」に加え、公立の「由比ガ浜」「深沢」「岡本」の3施設においても定員を定める予定です。これらは第3次きらきらプランの考え方に沿うもので、妥当であると判断しています。

小泉会長
ありがとうございます。委員の皆様からご意見、ご質問はございますでしょうか。
乳児等通園支援事業に公立の3園が加わるということについて資料に記載がないですが、大事なことなのできちんと記載していただきたいと思います。

保育課長
はい、記載させていただきます。

小泉会長
利用定員については、それぞれの園が自分たちで実施可能な人数を検討して出しているという認識でよろしいでしょうか。

保育課長
はい。各施設から提示を受けた人数になります。施設の空間や人材についてもある程度の見込みがある段階での設定と考えられます。

小泉会長
それでは、第2号議案についても皆様にご承認いただきました。
本日の議案は2つでしたが、最後に何かお伝えしたいことがあればお願いします。

飯野委員
鎌倉市も少子化傾向にあり、1～2歳児はどこもいっぱいの状況ですが、保育園の0歳児枠は意外と定員割れをしています。0歳児をお家でゆっくり見られるのは良いことですが、就労のために預けなければならない家庭もあります。
今一番気になるのは、小学校に上がる時の「幼小の架け橋」です。色々な園から来た子供たちが一緒になる時、環境の変化が心配です。架け橋プログラムの中で、幼稚園、保育園、小学校の先生たちが交わる機会をとても大事に作ってきているので、そこは皆で知恵を出し合っていかなければならないところだと思っています。
また、こども誰でも通園制度は生後6ヶ月からですが、ストレスもありますし、事故があってはこの制度も利用できなくなるため、現場としては0歳児の慣らし保育には正直2週間は欲しいと思っています。保育課長も、まずは公立園が先行してやってみるということを園長会で丁寧に説明してくれていますので、皆で試し試しやっていこうという方向性には安心しています。

小泉会長
ありがとうございます。それでは事務局からご報告をお願いします。


教育文化財部次長兼こどもみらい部次長
今年度4月から大きな組織改革があり、教育文化財部とこどもみらい部を（教育委員会として一つの組織で）一体的に運用する形になります。権限としては市長が持っていますが、事務を教育委員会の職員が「補助執行」していく体制です。
これにより、先ほどお話にあった幼小連携の接続部分など、これまで円滑に進めてきたつもりでも課題があった部分を、同じ組織の中でより円滑に進めていくことができます。こども計画の中に教育の部分も入っておりますので、より一体的に議論できるよう、次回会議以降はこの体制で参加させていただきます。

小泉会長
組織改革により、次の回からはこういう形になるということでございます。それでは事務局から連絡事項はありますか。

事務局
今後のスケジュールについてです。今年度は本日の会議をもちまして終了となります。来年度は例年通り、8月頃と3月頃の2回の開催を予定しております。日程についてはメールでご連絡いたします。


小泉会長
以上をもちまして本日予定しておりました議事が終了いたしました。事務局、最後にお願いします。

事務局
本日は長時間にわたりまして、ご協議、貴重なご意見を賜り、ありがとうございました。これをもって、令和7年度第2回子ども・子育て会議を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。
